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近年行政改革の一環として，財務会計・管理会計など企業会計の理論と手法がインフラ資産の整備・管理の
分野においても導入されるようになっている．インフラ資産に関する会計システムの構築にあたり，資産の劣
化状態を考慮したサービス水準評価や維持管理活動がもたらす財務的影響の評価は重要な役割を果たす．しか
し，これらの評価に関する研究事例は少ないのが現状である．以上の問題意識を踏まえて本研究では，資産の
劣化状態を反映する新たな消耗額の評価手法を提案し，これを用いてサービス水準を評価する．また財務的影
響に関しては，内部留保に着目して消耗額も用いた新たな評価手法を提案する．
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1. はじめに

近年公共団体・公営企業では，運営するインフラ資産の

維持管理による財政負担を軽減するために，インフラ資

産の維持管理・運営に PFI(Private Finance Initiative)

やコンセッションなど，民間の資金と技術を活用する

マネジメント手法の導入が検討されている．このよう

なマネジメント手法を導入するには，資産の売却額や

運営権対価を適切に評価する必要がある．また民間組

織が PFI・コンセッションに対する参入の意思決定や

必要な資金調達を行うために，資産の劣化状態に関す

る情報を民間組織に提供する必要もある．さらに，民

間組織がインフラ資産を維持管理するにあたり，公的

組織は民間組織が資産の劣化状態を規定通りに保って

いるかを監視する必要もある．したがって，公会計シ

ステムの構築にあたり，劣化状態を考慮した資産評価

は重要な役割を果たすと考えられる．しかし，我が国

が従来用いてきた減価償却会計による資産評価は，各

資産ごとの劣化状態と一致する保証がないのが現状で

ある．

また我が国ではアセットマネジメントの導入が進め

られているが，従来は資産の劣化状態の維持や維持管理

費用の縮減など，技術的検討が主要な論点であった 1)．

しかし継続的にアセットマネジメントを実施するには，

資産の劣化状態の維持に加えて，財務的にも健全性を

維持する必要がある．したがって維持管理をするため

の必要十分な資金を確保するために，中長期的な財務

マネジメントも必要となる 2)．財務マネジメントも含

めたアセットマネジメントを実行するためには，資産

の整備・補修コストや劣化状態など技術的情報を踏ま

えたうえで，財務的な情報の提供・評価を行うための

会計の枠組みが必要となる 3)．しかしそのような研究

事例は筆者の知る限り少ない．

以上の問題意識の下，本研究では資産の劣化状態を

考慮した資産評価手法と，維持管理活動に対する財務

的影響の評価手法を提案する．以下，2.では，インフ

ラ会計に関する既往研究と，その課題，本研究の目的

の詳細について説明する．3.では，資産の劣化状態を

反映するサービス水準に関して，既往の評価手法の問

題点を指摘する．そして，指摘した問題点を克服でき

る新たな評価手法を提案する．また財務的影響に関し

て，内部留保と将来支出するべき補修需要額に着目し

た評価手法を提案する．4.では，仮想的なインフラ資

産を運営する組織を例に挙げ，3.で提案した手法を用

いて，サービス水準や財務的影響を評価する．5.では，

本研究の結論を述べて，今後の課題を提示する．

2. 本研究の基本的な考え方

(1) インフラ会計とインフラ資産の評価

江尻ら 4)は公会計を構成する会計情報の中で，イン

フラ資産に焦点を絞り，そのストック評価額とサービス

水準に関する会計情報をインフラ会計と定義した．こ

こでストック評価額とは，インフラ資産の形成に投入
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された投資額を表す．サービス水準とはインフラ資産

のサービス提供能力を表す．サービス水準を評価する

にあたり，インフラ資産の提供容量，強度，劣化状態な

ど様々な評価観点が当然ながら想定される．江尻らは，

インフラ資産は一般的に物理的劣化によって，その価

値は次第に減少すると考えられることに着目した．そ

して，物理的劣化による資産の機能の減少を資産価値

の減少と捉えて金銭価額で評価した．なお，資産価値

とは本研究では，資産がある時点において会計上で認

識される金銭価額を意味する．本研究で議論するサー

ビス水準とは，江尻らの考え方を踏襲し，資産の物理

的劣化の度合いを表す会計情報であるとする．

インフラ資産のストック評価額は，取得原価または

再調達原価により評価される．取得原価とは資産の取

得時に支払われた現金である．また再調達原価とは保

有する資産を資産評価時に再取得した場合に支払われ

る現金である．公会計では通常は客観性を確保する目

的のため取得原価が用いられる．資産価値の減少を評

価する際，通常は減価償却会計 4)が用いられる．減価

償却会計は資産のストック評価額から残存価額を控除

した額を，インフラ資産の耐用年数にわたって一定の

規則に基づき費用配分する．なお残存価額とは償却期

間後の資産価値のことである．しかしインフラ資産は

供用終了後の売却は通常想定されないため，残存価額

はゼロとする場合が多い．また耐用年数は本来は各資

産ごとに見積もる必要があるが，実際は財務省令 5)に

従うことが多い．

(2) インフラ会計に関する既往研究

江尻ら 4)はインフラ資産に関わる会計情報を体系化

する方法論に関して考察した．インフラ資産は補修費

を継続的に支出することにより，半永久的に維持するこ

とが義務付けられた資産である．そこで江尻らはイン

フラ資産に関わる会計情報について，次の２点の必要

性を指摘した．１点目は資産の劣化状態を工学的に点検

したうえで算出された補修需要額を記述する会計情報

である．２点目は「現実に支出された補修費」と「サー

ビス水準を保つために必要と見積もられた補修費」に

基づいて，インフラ資産のサービス水準が保たれてい

るか否かを記述する会計情報である．

ところが減価償却会計では，耐用年数を財務省令 5)

に従い設定する．したがって，資産価値はその物理的

劣化状態に関わらず，経過年数に応じて一定の規則に

従い減少する．すなわち，減価償却会計により評価さ

れた資産価値は，実際の物理的劣化による価値の減少

と一致する保証がない．したがって，減価償却会計を

用いる財務会計では，資産の劣化状態を反映したサー

ビス水準を評価することができない．また，減価償却

会計では将来支出するべき補修需要額を把握できない

という問題点がある．

そこで江尻らは繰延維持補修会計 4)を用いることを

提案した．繰延維持補修会計では工学的検討により将

来の補修費総額を算出する．同時にその費用総額を各

年度に割り振り，繰延維持補修引当金繰入額なる費用

として認識する．繰延維持補修引当金繰入額が現実に

支出された補修費を上回ったならば，その差額分は将

来支出する必要のある負債と認識して，繰延維持補修

引当金として計上する．逆に補修費が繰延維持補修引

当金繰入額を上回ったならば，その差額分を繰延維持

補修引当金から取り崩す．繰延維持補修引当金は，物

理的劣化による資産価値の減少だけでなく，将来必要

となる補修費用も表すことができる会計情報である．

繰延維持補修引当金の有用性について，小林 6)は以

下のように指摘している．インフラ資産の維持補修の

ために発生する毎期ごとの費用の流列をライフサイク

ルコストと定義する．インフラ資産を管理運営するに

あたって，ライフサイクルコストの低減と平準化を図

ることが必要である．小林は平均費用法を用いてイン

フラ資産の補修計画を作成することにより，インフラ

システム群全体としての効率的な維持管理が実現する

ことを示している．そのうえで繰延維持補修会計は平

均費用法を用いたライフサイクルコスト評価と整合的

であると述べた．仮に補修が先送りされた場合，追加

的な補修費が必要となるので，繰延維持補修引当金も

追加的に計上される．すなわち，繰延維持補修会計を

用いれば，補修が先送りされた場合，資産の劣化状態

に悪影響がもたらされることを把握することができる．

しかし，繰延維持補修引当金は財務会計の概念フレー

ムワーク 7)が定義する負債に該当しないと解釈される

ため，繰延維持補修会計は公会計・財務会計上では認

められていない．したがって，繰延維持補修会計に基

づく会計情報は管理会計として扱われるのが現状であ

る．繰延維持補修会計を用いた管理会計に関する研究

例としては堀ら 8)の「下水処理施設の維持管理会計シ

ステム」が挙げられる．

(3) インフラ会計の課題

インフラ資産のサービス水準を考慮した資産評価は

今後重要な役割を果たすことになる．例えば，劣化の進

展が早期の段階で補修を実施する予防的補修を採用す

ると，劣化の進展が十分に進行した段階で補修を実施

する事後的補修と比較すれば，一般的に資産の劣化状

態は改善されることが期待される．そこで，予防的補

修の採用によって資産の劣化状態にもたらされる影響

を把握するために，予防的補修と事後的補修のサービ

ス水準の違いを適切に評価することが必要となる．ま
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た，補修が先送りされると資産の劣化状態が悪化する

ことをサービス水準によって把握することも必要とな

る．しかし，従来の会計制度で用いられてきた減価償却

会計による評価手法では，資産の劣化状態をサービス

水準に反映させることができないのが現状である．そ

こで，江尻らは将来必要となる補修費用を把握するこ

とができる繰延維持補修会計を提案した．繰延維持補

修会計を用いれば，補修が先送りされた場合に，資産

のサービス水準が悪化することを把握することが可能

となる．また，予防的補修を採用した場合の補修費が，

事後的補修の場合よりも小さくなるのであれば，繰延

維持補修会計を用いることにより，予防的補修を採用

した場合の資産の劣化状態が，事後的補修の場合より

も良好に保たれることを適切に把握することができる

と考えられる．

しかし，予防的補修の単価が大きい場合や急激な劣

化が生じた場合には，予防的補修を採用した場合の補

修費が，事後的補修の場合よりも大きくなることがあ

る．繰延維持補修会計では，評価時点で補修費として

実際に支出するべき必要額を資産価値の減少として評

価する．そのため，予防的補修を採用した場合の補修

費が，事後的補修の場合よりも大きくなると，繰延維

持補修引当金を用いたサービス水準は，事後的補修の

方が予防的補修の場合よりも良好となる．したがって，

繰延維持補修引当金を用いたサービス水準は，予防的

補修を採用した場合の資産の劣化状態が，事後的補修

の場合よりも良好に保たれることを，一部の場合のみ

しか把握できない会計情報である．したがって，予防

的補修と事後的補修のサービス水準の違いを現状の評

価手法よりも適切に把握できるような評価手法が必要

とされる．

また，財務マネジメントも含めたアセットマネジメ

ントを実行するためには，資産の整備・補修コストや

サービス水準など技術的情報を踏まえたうえで，財務

的な情報の提供・評価を行うための会計の枠組みが必

要となる 3)．本研究ではこのような会計の枠組みをイ

ンフラ会計システムと定義する．現状のインフラ会計

システムは，資産の保有状況やキャッシュフローなどの

情報を提供する財務会計と，ライフサイクルコストや

サービス水準などの情報を提供する管理会計より構成

される 3)．今後，財務マネジメントをも考慮した補修

計画を策定するには，予防的補修を採用した場合に財

務状況にもたらされる影響を，インフラ会計システム

内で評価する手法が必要となる．さらに補修が先送り

された場合についても，同様に財務状況にもたらされ

る影響を評価できることが望ましい．

(4) 本研究の目的

以上をまとめると，予防的補修を採用した場合や補

修が先送りされた場合に，資産のサービス水準や組織

の財政状況にもたらされる影響について，会計システ

ム内で把握するための評価手法を考察することが本研

究の目的となる．本研究で提案する手法を活用するこ

とで，資産の維持管理状況をサービス水準と財務的影

響の両面から評価する．そうすることで，要求される

サービス水準を保ちつつ，最大の財務的効果を発揮す

るような維持管理計画の策定を行うことが可能になる

と考えられる．

したがって，まず工学的情報を反映する管理会計情

報を活用して，資産の物理的劣化状態を反映させるこ

とが可能なサービス水準の評価手法を提案する．その

うえで，既往の減価償却会計や繰延維持補修会計と比

較した場合の優位性を指摘する．

さらに，予防的補修を採用した場合や補修が先送り

された場合に，財務状況にもたらされる影響について

評価する．財務マネジメントに関する既往研究として，

堀ら 8)はアセットマネジメントを通じて捻出した内部

留保の評価と資産運営組織の財務構造にもたらす影響

を分析している．本研究でも財務的影響を評価するた

めに，内部留保に着目する．さらに，管理会計から得

られる補修費用に関する情報を活用する新たな評価手

法を提案する．

3. 本研究で提案する評価手法

(1) サービス水準の評価手法

江尻ら 4)は，物理的劣化による資産の機能の減少分

を資産価値の減少と捉えて金銭価額として評価した．本

研究では，資産価値の減少として評価された金銭価額

を消耗額と定義する．本研究では，江尻らの考え方を

踏襲し，サービス水準を資産の物理的劣化によって評

価する．サービス水準を評価するにあたり，本研究で

はストック評価額に対して，消耗額を控除した残存割

合に着目する．すなわち，本研究ではサービス水準を

次式のように定義する．nは任意の会計年度を表す変

数である．

SL(n) =
S −D(n)

S
(1)

S は部材のストック評価額である．SL(n)，D(n)はそ

れぞれサービス水準と消耗額である．なお，以降本論

文で用いられる変数の一覧を巻末の 表 7にとりまとめ

ている．式 (1)は劣化が進展したインフラ資産を，劣

化が全く進展していない同等の資産と比較した場合の

資産価値の残存割合を表す．消耗額D(n)は評価対象と

なる資産を更新・補修するために，評価時点で将来負
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担するべき金額を表す．資産を更新・補修するための

全費用を，会計原則に従い適切な期間で割り当てるこ

とにより，単年度ごとに負担するべき費用A(n)が求め

られる．消耗額D(n)は単年度費用A(n)の累計額と解

釈できる．単年度費用A(n)は会計原則によって評価手

法が異なる．それに従い，消耗額D(n)とサービス水準

SL(n)も単年度費用A(n)の評価手法によってあわせて

変化する．

(2) 消耗額の評価手法

サービス水準を評価する際には，消耗額の評価に用

いる会計原則の選択が重要な問題となる．既往の公会

計システムでは，減価償却会計が用いられる．以降では

単年度費用 A(n)，消耗額D(n)とサービス水準 SL(n)

には会計原則を表す下付き添え字を添える．単年度費

用を表す減価償却費 A1(n)は，資産のストック評価額

を耐用年数にわたって一定の規則に基づき費用配分す

ることにより評価される．つまり，消耗額を意味する

減価償却累計額D1(n)は，資産の経過年数に応じて評

価される。すなわち，減価償却累計額D1(n)は，実際

の物理的劣化による価値の減少と一致する保証がない．

江尻らが提案した繰延維持補修会計について，単年

度費用を表す繰延維持補修引当金繰入額 A2(n)は，将

来の補修費として支出するべき金額について，当該年

度で負担するべき金額を意味する．つまり，消耗額を

表す繰延維持補修引当金D2(n)は補修費として将来支

出する必要のある負債を表す．したがって，繰延維持

補修引当金D2(n)は資産の劣化状態を補修需要額とし

て反映することのできる消耗額の評価手法である．し

かし，繰延維持補修引当金D2(n)が表す補修需要額と

は，各々の補修計画に従った場合に評価時点で補修費

として実際に支出するべき必要額を意味する．

仮に予防的補修の単価が大きい場合や急激な劣化が

生じた場合には，予防的補修を採用した場合の補修費

が，事後的補修の場合よりも大きくなる場合がある．こ

のような場合，繰延維持補修引当金D2(n)は事後的補

修の場合の方が小さくなる．そのため，繰延維持補修

会計を用いると，予防的補修と事後的補修のサービス

水準の違いを適切に評価することができない可能性が

ある．ただし，繰延維持補修引当金D2(n)は補修費と

して実際に支出するべき金額を把握することが可能な

会計情報である．したがって，財務的影響を評価する

際には，将来支出するべき補修費用情報として繰延維

持補修引当金D2(n)を活用することができる．

資産の劣化状態を繰延維持補修引当金よりもさらに

反映することができる消耗額の新たな評価手法として，

本研究では補修需要額の定義を拡張する．本研究では

仮に評価対象となる資産の全ての劣化を補修して，同

等の資産に新規に取り換えた場合に，評価時点で補修

費として必要になる完全補修需要額を完全補修引当金

D3(n)と定義する．この場合に単年度費用を表す完全

補修引当金繰入額 A3(n)は，将来にわたって評価され

る全ての補修需要額を一定期間で割り当てることによ

り算出される．例えば，点検間隔を dとして，d年間で

増加する完全補修需要額を∆F とすると，完全補修引

当金繰入額 A3(n)は次式のように算出される．

A3(n) =
∆F

d
(2)

完全補修引当金D3(n)は，完全補修引当金繰入額A3(n)，

n年度期間中に実際に支出される補修費R(n)を用いて

次式で算出される．ただしD3(0) = 0と仮定する．

D3(n) = D3(n− 1) +A3(n)−R(n) (3)

以上より，完全補修引当金D3(n)を用いたサービス水

準 SL3(n)は次式のように算出される．

SL3(n) =
S −D3(n)

S
(4)

完全補修引当金は，将来にわたって全ての補修需要額

を評価対象とする．そのため，完全補修引当金を用いる

ことで，将来的に表面化する劣化を，評価時点のサー

ビス水準に先駆けて反映させることができる．一方で，

繰延維持補修引当金を用いると，評価時点において実

際に劣化した資産のみがサービス水準に反映されるに

とどまる．完全補修引当金を用いてサービス水準を評

価すると，予防的補修を採用した際に資産の劣化状態

が良好になることを，繰延維持補修引当金では把握で

きなかった場合でも適切に把握することができる．例

えば，予防的補修の単価が大きくなる場合や、急激な劣

化の発生により，予防的補修の費用が事後的補修の場

合よりも大きくなるとする．このような場合でも，完

全補修引当金を用いてサービス水準を評価すると、予

防的補修を採用した場合の資産の劣化状態が，事後的

補修の場合よりも良好に保たれていることを適切に把

握することができる．

(3) 財務的影響の評価手法

公営企業会計では収益的収支と資本的収支が区分さ

れる．収益的収支は財務諸表を構成する損益計算書に

対応する．資本的収支は企業債の借入・償還や資産の

新規整備・更新などの取引が対象で，通常は支出が収

入を上回る．そこで資本的収支での不足分は，収益的

収支で発生した内部留保を財源として用いる．すなわ

ち，インフラ資産を維持管理する組織が財務的に健全

性を維持するには，資本的収支を補填するための内部

留保が十分確保されていることが望ましい．したがっ

て，本研究では財務的影響を評価するにあたり，内部

留保に着目しこの大小を評価する．つまり内部留保が

4

第 61 回土木計画学研究発表会・講演集



大きれば財務的に良好であり，内部留保が小されば財

務的に悪い状況であるといえる．

内部留保は差引損益を表す利益剰余金処分額と，減

価償却費など実際には現金支出を必要としない費用を

表す損益勘定留保資金に分類される．利益剰余金処分

額は，財務諸表を構成し単年度ごとの収入と支出の差

引を表す損益 PL(n)が該当する．損益勘定留保資金は，

財務諸表における減価償却費 A1(n)が該当する．

本研究では内部留保の評価する会計情報として新た

に余剰資金 C(n)を次式のように定義する．

C(n) = NA(n)−D2(n) (5)

式 (5)右辺の第１項は，財務諸表を構成する貸借対照

表に記述される余剰分 NA(n)である．余剰分 NA(n)

は純資産のうち金銭の形態で保有される資産を意味し，

内部留保を表す．n年度期末時点での余剰分NA(n)は，

損益 PL(n)，減価償却費A1(n)，償還額 L(n)，資本的

支出額 E(n)を用いて，会計基準 9) に従うと次式のよ

うに定義される．ただしNA(0) = 0と仮定する

NA(n) = NA(n− 1)+PL(n)

+A1(n)− L(n)− E(n)
(6)

しかし，本研究では償還額 L(n)と資本的支出額 E(n)

をそれぞれゼロと仮定するので，以降では省略する．式

(6)には内部留保を構成する損益 PL(n)と減価償却費

A1(n)が含まれていることがわかる．式 (5)右辺の第２

項は，将来の補修時に支出する必要のある負債額を意

味する繰延維持補修引当金D2(n)である．内部留保の

うち，繰延維持補修引当金D2(n)として計上されてい

る分は，将来の使用用途が補修費に限定されていると解

釈できる．財務的影響の評価に余剰分NA(n)を直接用

いるのではなく，余剰分NA(n)から繰延維持補修引当

金 D2(n)を控除した会計情報である余剰資金 C(n)を

用いることで，内部留保の中で将来の使用用途として資

本的支出に投入可能な資金額を評価することができる．

また補修が先送りされた場合，将来先送りされた補修

分を埋め合わせる必要があるので，繰延維持補修引当

金D2(n)は大きくなる．つまり補修が先送りされると，

補修が計画通りに実施された場合と比較して，余剰資

金 C(n)は小さくなる．したがって，余剰資金 C(n)を

用いることで，補修が先送りされると将来の財務状況

に悪影響がもたらされることを，補修が先送りされた

その時点で把握することができる．

なお，仮に繰延維持補修引当金D2(n)の代わりに繰

延維持補修引当金D3(n)を用いた場合，実際に支出す

るべき補修必要額を過大に計上してしまう．したがっ

て，財務的影響を評価するために消耗額を活用する際

には，実際に支出するべき補修必要額を表す繰延維持

補修引当金D2(n)が望ましいと考えられる．

4. 評価手法の適用事例

(1) インフラ管理組織の想定

本章ではインフラ管理組織を仮想的に想定して，3.

で提案した手法を適用し，サービス水準や財務的影響

を評価する．本研究が想定するインフラ管理組織は大

きさ・劣化特性などその物理的性質は全て同質である複

数の部材を維持管理する．その他の維持管理費用や組

織の運営費用はゼロであると仮定する．本来インフラ

管理組織は異なる種類の設備・部材を維持管理する．異

なる種類の部材を維持管理する場合でも，同質の部材

ごとに本研究で提案する評価手法を適用して，部材の

種類ごとに足し合わせ，資産の劣化状態や組織の財務

状況にもたらされる影響を評価することができる．部

材の供用を開始してからN 年間について，サービス水

準や財務的影響を評価する．なお，当該組織は毎年度

一定の経常収入 I を得るとする．

個々の部材の劣化状態は健全度 iを用いて表される．

本研究では小林 6)が指摘したように，部材を半永久的

に維持すべき非償却資産と位置づけ，部材の健全度は

適切な補修により回復するものとする．部材の維持管

理方法として，点検結果と所定のシナリオ ξに基づき，

補修を実施する状態監視保全を採用する．状態監視保

全の下でシナリオ ξ に従った場合の，部材の劣化状態

と支出するべき補修費を算出するために，平均費用法

を用いた最適点検・補修モデル 10) を用いる．

最適点検・補修モデルを適用するには，劣化推移確率

行列 p，補修推移行列 q，点検間隔 d，補修単価 ci，点

検費 J が必要な情報となる．なお，補修単価とは健全

度 iの部材を健全度１に補修するための部材単位の費

用を意味する．現実的には部材の劣化過程には不確実

性が存在する．劣化推移確率行列 pは，既往研究 10)に

あるようにマルコフ劣化ハザードモデル 11)を用いて推

計することができるが，本研究では簡便化のために劣

化推移確率行列 pは，既に導出されているものと仮定

する．また，補修により同一の健全度に回復させる際，

健全度が悪い方が補修単価は大きくなると仮定する．

部材は一定間隔で点検を実施し，あわせて必要な補

修も実施する．補修をする部材の選択は後述するシナ

リオ ξ に従う．点検・補修は点検実施年度の期末時に

同時かつ瞬間的に行われ，シナリオ ξ で定められた補

修は，毎回の点検時に必ず実施されると仮定する．以

下，4.(2)では，予防的補修を採用した場合のサービス

水準と財務的影響について評価する．4.(3)では，補修

が先送りされた場合のサービス水準と財務的影響につ

いて評価する．

5

第 61 回土木計画学研究発表会・講演集



(2) 予防的補修を採用した場合

予防的補修を採用した場合，一般的に部材の劣化状

態は改善されることが期待される．さらに，劣化の進

展が早期の段階で補修することで，補修単価が小さく

なり，補修費を縮減することができる可能性もある．し

かし，補修対象となる部材が拡大するので，逆に補修

費が増大してしまう恐れもある．そこで，予防的補修

と事後的補修の両者について，サービス水準と財務的

影響を両面より評価することにより，予防的補修が事

後的補修よりも優れているか否かを検討することが必

要になる．まずシナリオ ξ を設定する．当該組織が維

持管理する部材の健全度 iは i ∈ {1, 2, 3, 4}の 4段階

に分類され，i = 4を最も悪い劣化状態とする．ξ = 1

は「シナリオ１：健全度３，４の部材を全て健全度１

に補修する」と定義し，予防的補修を表すとする．す

なわち，劣化の進展が早期である部材も補修対象とな

る．ξ = 2は「シナリオ１：健全度４の部材を全て健全

度１に補修する」と定義し，事後的補修を表すとする．

すなわち，劣化が十分に進展した部材のみ補修対象と

なる．以降ではシナリオ ξ によって変化する変数には

シナリオ ξに対応した上付き添え字を添える．

最適点検・補修モデルを用いてシナリオ１と２に従っ

た場合の部材の劣化推移分布をそれぞれ求める．劣化

推移確率行列 p，補修推移行列 q1，q2は次式のように

それぞれ与えられる．

p =


0.9 0.1 0 0

0 0.9 0.1 0

0 0 0.9 0.1

0 0 0 1

 (7)

q1 =


1 0 0 0

0 1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

 (8)

q2 =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 0

 (9)

さらに，供用開始直後時点ではすべての部材が健全度

１であると仮定する．点検間隔は d = 5（年）と仮定

し，部材の供用期間はN = 50（年間）と仮定する．部

材の供用開始から 50年間にわたってサービス水準と財

務的影響の評価をするので，任意の会計年度を表す変

数である nの範囲は n(n ∈ {1, 2,…, 50})となる．最適
点検・補修モデルを適用すると，部材の劣化推移分布

は ξ =１の場合は 図 1のようになり，ξ = 2の場合は

図 2のようになる． 図 1と 図 2の比較をわかりやす

くするために，シナリオ１と２の部材の平均健全度 iの

図–1 シナリオ 1の劣化推移分布

図–2 シナリオ 2の劣化推移分布

図–3 平均健全度の推移（予防的補修と事後的補修の比較）

推移を 図 3に示す．また，任意の点検・補修実施回を

表す変数をmと定義する。そのうえで参考として，点

検・補修を実施する直前時点の部材の健全度ごとの割

合を，シナリオ１，２のそれぞれについて 表 1と 表 2

に記述する． 図 1， 図 2を比較をすると，シナリオ

1の方が健全度 3,4である部材の分布割合が，ともに少

ないことを視覚的に把握できる．また 図 3より，予防

的補修を表すシナリオ１は事後的補修を表すシナリオ

２と比較して，資産の劣化状態が良好に保たれている

ことがわかる．

仮に減価償却累計額Dξ
1(n)を用いてサービス水準を

算出した場合，シナリオ１と２は経過年数に応じて一

6
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表–1 シナリオ１の点検実施直前時点の劣化割合（一部のみ
表示）

m i = 1 i = 2 i = 3 i = 4

1 59.0 32.8 7.3 0.9

2 39.7 41.4 15.7 3.2

3 34.6 43.7 17.9 3.9

4 33.3 44.3 18.4 4.0

5 32.9 44.4 18.6 4.1

6 32.8 44.5 18.6 4.1
...

...
...

...
...

10 32.8 44.5 18.6 4.1

表–2 シナリオ 2の点検実施直前時点の劣化割合（一部のみ
表示）

m i = 1 i = 2 i = 3 i = 4

1 59.0 32.8 7.3 0.9

2 35.4 39.0 19.4 6.2

3 24.5 36.7 27.3 11.5

4 21.3 33.5 30.8 14.5

5 21.1 31.5 31.8 15.6

6 21.7 30.7 31.8 15.9
...

...
...

...
...

10 22.6 30.5 31.3 15.6

定の規則で減少し，その推移は一致する．しかし，シナ

リオ１と２で劣化状態は異なる．したがって，減価償

却累計額 Dξ
1(n)によるサービス水準 SLξ

1(n)では，予

防的補修により，資産の劣化状態が事後的補修の場合

よりも良好に保たれていることを，適切に把握するこ

とができない．

3.(1)で提案した完全補修引当金 Dξ
3(n)に関する議

論を整理するために，一例としてシナリオ 1の場合の一

部年度の点検実施直前時点での完全補修需要額 F 1
3 (m)，

完全補修引当金繰入額 A1
3(n)，実際に支出した補修費

R1(n)，期末時点の完全補修引当金D1
3(n)を 表 3に整

理する．なお，当該組織が維持管理する部材の数は 500

で，その合計の取得原価は S = 10000（万円）と仮定す

る．また，補修単価は c2 = 3（万円），c3 = 6（万円），

c4 = 12（万円）と仮定する．また点検費は J = 100（万

円）と仮定する．ただし，Rξ(n)には点検費も含まれる

とする．まずは 40,45,50年目の完全補修需要額 F 1(m)

に着目すると，同じ値になっている．また 表 1に着目

すると，５回目の点検以降では点検実施直前時点にお

ける健全度ごとの部材の割合がほぼ等しい．つまり点

検実施直前時点で健全度ごとの部材の割合がほぼ等し

いと，完全補修需要額 F 1(m)は一定額に収束すること

表–3 完全補修引当金に関する会計情報（一部年度のみ表示）

n m F 1(m) A1
3(n) R1(n) D1

3(n)

1 - - 172.4 0 172.4

2 - - 172.4 0 344.9
...

...
...

...
...

...

4 - - 172.4 0 689.7

5 1 862.1 172.4 370.1 492.1

6 - - 178.8 0 670.8
...

...
...

...
...

...

10 2 1385.9 177.8 764.7 621.2
...

...
...

...
...

...

40 8 1572.2 181.0 905.0 667.2
...

...
...

...
...

...

45 9 1572.2 181.0 905.0 667.2
...

...
...

...
...

...

49 - - 181.0 0 1391.2

50 10 1572.2 181.0 905.1 667.2

がわかる．また完全補修引当金繰入額 A1
3(n)は，前回

の点検実施年度の期末時点の完全補修引当金D1
3(n)と

次回点検実施直前時点の完全補修需要額 F 1(m)の増加

分を点検間隔 dで割り当てた金額であることもわかる．

さらに点検を実施しない年度の完全補修引当金 D1
3(n)

について，1,2年目と 5,6年目に着目する．そして，そ

れぞれの前年度の完全補修引当金D1
3(n)と比較すると，

完全補修引当金繰入額 A1
3(n)分だけ前年度より積み上

げられていることがわかる．一方で点検を実施する年

度の完全補修引当金D1
3(n)について，4,5年目と 49,50

年目に着目する．そして，それぞれの前年度の完全補

修引当金D1
3(n)と比較すると，補修費R1(n)と完全補

修引当金繰入額 A1
3(n)の差額分だけ前年度より取り崩

されていることがわかる．

予防的補修を採用した場合のサービス水準を評価す

る．式 (4)に従い，シナリオ１と２の完全補修引当金

Dξ
3(n)によるサービス水準 SL1

3(n)，SL2
3(n)を算出す

る．図 4はサービス水準 SL1
3(n)，SL

2
3(n)の 50年間の

推移を表す．図 1と図 2の比較や図 3より，シナリオ

１の劣化状態はシナリオ２の場合よりも良好に保たれ

ていることがわかる． 図 4よりサービス水準 SL1
3(n)，

SL2
3(n)の大小関係は，常に SL1

3(n) > SL2
3(n)である．

完全補修引当金Dξ
3(n)は，将来にわたって全ての補修

需要額を評価対象とする．すなわち，全ての部材の劣

化状態を消耗額の評価対象とする．ゆえに，完全補修

引当金Dξ
3(n)によるサービス水準 SLξ

3(n)を用いると，

シナリオ１は予防的補修を採用した効果により，健全

7
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図–4 完全補修引当金によるサービス水準（予防的補修と事
後的補修の比較）

図–5 繰延維持補修引当金によるサービス水準（予防的補修
と事後的補修の比較）

度３である部材の割合がシナリオ２の場合よりも小さ

くなることを把握することができる．したがって，完全

補修引当金 Dξ
3(n)によるサービス水準 SLξ

3(n)は，シ

ナリオ１のサービス水準がシナリオ２の場合よりも良

好に保たれていることを適切に把握することができる．

一方で，繰延維持補修引当金Dξ
2(n)を用いてサービ

ス水準を評価する．図5はシナリオ１と２の繰延維持補

修引当金 Dξ
2(n)によるサービス水準 SL1

2(n)，SL2
2(n)

の 50年間の推移を表す．繰延維持補修引当金Dξ
2(n)は，

各々の補修計画に従った場合に評価時点で補修費とし

て実際に支出するべき必要額を意味する．ゆえに，繰

延維持補修引当金Dξ
2(n)は，シナリオ２の場合には健

全度４である部材のみを消耗額の評価対象とする．つ

まりシナリオ２の場合，健全度３である部材を消耗額

の評価対象としない．このため，繰延維持補修引当金

Dξ
2(n)によるサービス水準 SLξ

2(n)によって，シナリオ

１の場合に健全度３である部材の割合がシナリオ２の

場合よりも小さくなることを把握することができない．

現実的には，予防的補修の単価が大きくなる場合や、

急激な劣化の発生により，予防的補修の費用が事後的補

修の場合よりも大きくなることも考えられる．一例とし

て，予防的補修の単価が上昇した場合を考える．補修単

図–6 完全補修引当金によるサービス水準（予防的補修の単
価が大きい場合）

図–7 余剰資金（予防的補修と事後的補修の比較）

価 c2と c4は先ほどと同様であるが，c3のみ c3 = 7（万

円）に大きくなると新たに仮定する．この仮定の下で先

ほどのシナリオ１と２に対応するシナリオを，それぞ

れシナリオ１’，２’とする．図 6はシナリオ１’と２’

の完全補修引当金Dξ
3(n)によるサービス水準 SL1′

3 (n)，

SL2′

3 (n)の 50年間の推移を表す．サービス水準の大小

関係は常にSL1′

3 (n) > SL2′

3 (n)である．したがって，完

全補修引当金Dξ
3(n)によるサービス水準SLξ

3(n)は，予

防的補修の単価が大きくなったとしても，予防的補修

を採用した場合の資産の劣化状態が，事後的補修の場

合よりも良好に保たれていることを適切に把握するこ

とができる．

ただし，サービス水準が最も良好となるシナリオが

常に最適な補修計画であるとは限らない．実際に補修

計画を立案する際には，要求されたサービス水準を維

持することに注力するだけでなく、その費用の軽減を

も心掛けなければならないからである．そこで余剰資

金 Cξ(n)を用いて，予防的補修を採用した場合の財務

的影響を評価する．式 (5)に従い，シナリオ１と２の余

剰資金 C1(n)，C2(n)を算出する．ここで，毎年度の

経常収入は I = 210（万円）と仮定する． 図 7はシナ

リオ 1と２の余剰資金 C1(n)，C2(n)の 50年間の推移

を表す．また， 図 8はシナリオ１と２の点検実施回ご

8

第 61 回土木計画学研究発表会・講演集



図–8 点検・補修費の推移（予防的補修と事後的補修の比較）

とに支出された点検・補修費の推移を表す． 図 7のグ

ラフの傾きは単年度あたりの余剰資金の増加額を表す．

余剰資金 Cξ(n)は，補修費用を繰延維持補修引当金繰

入額Aξ
2(n)として，毎年度ごとに平準化して認識する．

そのため，資本的支出に投入可能な資金額について，単

年度当たりの増加額を，平準化して把握することが可

能となる．図 8のm ≤ 3に着目すると，点検・補修費

はシナリオ２の方が少ない．これは供用開始から短期

的段階では部材の劣化が進行しておらず，健全度４の

部材よりも健全度３の部材に対する予防的補修需要額

が大きいことが原因と考えられる．m ≥ 4に着目する

と，点検・補修費はシナリオ１の方が少ない．これは

予防的補修による補修費の縮減効果と考えられる．し

たがって， 図 7の n ≤ 15に着目すると，単年度あた

りの余剰資金の増加額はシナリオ２の方がシナリオ１

の場合よりも大きい．また 15 ≤ nに着目すると，シナ

リオ１の場合は余剰資金がほとんど増額しない．一方

でシナリオ２の場合は毎年度，余剰資金が一定額増加

し続ける．

図 7の 50年目に着目すると，余剰資金の大小関係は

C1(50) > C2(50)であるから，将来の資本的支出に投

入可能な内部留保は，シナリオ１の方がシナリオ２の

場合よりも大きいといえる．以上より，財務的影響は

予防的補修を表すシナリオ１の方が，事後的補修を表

すシナリオ２よりも良好となることがわかる．また 50

年目に着目すると，シナリオの違いによって余剰資金

Cξ(n)にどれほどの差額が生じるのか把握することも

できる．

しかし，予防的補修を採用した場合に，財務的に好

影響がもたらされるとは必ずしも限らない．予防的補

修の単価が大きい場合や，急激な劣化が生じた場合に

は，予防的補修の費用が事後的補修の場合よりも大き

くなることも考えられる．一例として，予防的補修の

単価が上昇した場合について，先ほど導入したシナリ

オ１ ’と２ ’を用いて考える． 図 9はシナリオ 1 ’と

２ ’の余剰資金 C1′(n)，C2′(n)の 50年間の推移を表

図–9 余剰資金（予防的補修の単価が大きい場合）

図–10 点検・補修費の推移（予防的補修の単価が大きい場合）

す．比較のために，シナリオ１の余剰資金 C1(n)の推

移についても図 9に示す．また，図 10はシナリオ１’

と２ ’の点検実施回ごとに支出された点検・補修費の

推移を表す．比較のために，シナリオ１と２の点検・補

修費の推移についても 図 10に示す． 図 10より，事

後的補修の場合の補修費用は変わらないことがわかる．

しかし，予防的補修の場合は補修単価 c3が大きくなる

と，補修費用は大きくなることがわかる．そのため 図

9から，シナリオ１’の余剰資金はシナリオ１の場合よ

りも小さくなり，予防的補修の単価の上昇が財務的に

悪影響をもたらしていることがわかる． 図 9の 50年

目に着目すると，シナリオ１’と２’の余剰資金の大小

関係はC1′(50) < C2′(50)となる．すなわち，将来の資

本的支出に投入可能な内部留保は，シナリオ２ ’の方

がシナリオ１’の場合よりも大きい．したがって，シナ

リオ 1’と２’を比較することで，予防的補修の単価が

大きい場合，予防的補修を採用すると財務的に悪影響

がもたらされる可能性があることがわかる．

このように，余剰資金 Cξ(n)を用いると，予防的補

修を採用した場合に，将来の資本的支出に投入可能な

資金額が，事後的補修の場合よりも大きくなるか否か

を把握することができる．すなわち，予防的補修を採

用した場合に，財務的にもたらされる影響が良好であ

るか否かを評価することができる．

9

第 61 回土木計画学研究発表会・講演集



ただし，余剰資金が最も大きくなるシナリオが常に

最適であるとは限らない．実際に補修計画を立案する

際には，要求されたサービス水準を保つことが前提条

件となる．したがって，最適な補修計画を検討するに

は，まずサービス水準を用いて，資産の劣化状態に関

する目標管理水準を定める．そのうえで，余剰資金を

評価することで，目標管理水準を保つことができる範

囲内で，長期的な財務状況が最も良好となるような補

修計画を立案しなければならない．

(3) 補修が先送りされた場合

インフラ資産を維持管理するうえで，現実的には予

算制約などやむを得ない事情により，補修が先送りさ

れる場合もある．したがって補修が先送りされた場合

に，資産の劣化状態や組織の財務状況にもたらされる

影響についても議論する必要がある．補修が先送され

た場合を議論するために，シナリオ１をベンチマーク

として，一部点検実施時において本来は補修対象とな

るはずの部材が実際には補修されなかったシナリオを

導入する．このようなシナリオをシナリオ ξ = 3と名

付け，「原則健全度３，４の部材を全て健全度１に補修

する．ただし 20,40年目（4,8回目）の補修時のみ，健

全度４の部材は全て補修するが，健全度３の部材は半

分のみ補修する．」と定義する．「健全度４の部材は全て

補修するが，健全度３の部材は半分のみ補修する」こ

とを表す補修推移行列 q1′
は次式で表わされる．

q1′
=


1 0 0 0

0 1 0 0

0.5 0 0.5 0

1 0 0 0

 (10)

したがってシナリオ３を表す補修推移行列 q3は次式で

表わされる．

q3(m) =

(
q1 (m ∈ {1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10})
q1′

(m ∈ {4, 8})
(11)

なお本研究では対象部材は全て同質であると仮定して

いるので，m = 4, 8回目の点検時において，補修を実行

する健全度３の部材は無作為に選択されると仮定する．

シナリオ３にも最適点検・補修モデルを適用すると，

その劣化推移分布は図 11のようになる．また，比較の

ためにシナリオ１の劣化推移分布も 図 12に再掲する．

図 11と 図 12の比較をわかりやすくするために，シ

ナリオ１と３の部材の平均健全度 iの推移を 図 13に

示す．また参考として，点検・補修を実施する直前の部

材の健全度ごとの割合を，シナリオ３，１のそれぞれ

について 表 4と 表 5に記述する．シナリオ３は 20,40

年目の補修が不完全であり， 図 11と 図 12の比較や

図 13より，シナリオ３の 20～25,40～45年目の劣化状

態は，当該期間のシナリオ１よりも悪いことがわかる．

図–11 シナリオ 3の劣化推移分布

図–12 シナリオ 1の劣化推移分布

図–13 平均健全度の推移（補修が先送りされた影響）

補修が先送りされた場合のサービス水準の影響につい

ても，完全補修引当金Dξ
3(n)を用いて評価できる．シ

ナリオ１，３の完全補修引当金Dξ
3(n)によるサービス

水準 SL1
3(n)，SL3

3(n)を算出する． 図 14は完全補修

引当金Dξ
3(n)によるサービス水準 SL1

3(n)，SL3
3(n)の

50年間の推移を表す． 図 14の 20～25,40～45年目に

着目すると，シナリオ３のサービス水準はシナリオ１

よりも悪いことがわかる．したがって，完全補修引当

金 Dξ
3(n)によるサービス水準 SLξ

3(n)を用いれば，補

修が先送りされると資産の劣化状態に悪影響がもたら

されることを適切に把握することができる．

次に，補修が先送りされた場合にもたらされる財務的

10
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表–4 シナリオ 3の補修実施直前時点の劣化割合（一部のみ
表示）

m i = 1 i = 2 i = 3 i = 4

...
...

...
...

...

4 33.3 44.3 18.4 4.0

5 32.9 44.4 23.4 7.8

6 32.8 44.5 17.9 3.9
...

...
...

...
...

9 32.8 44.5 23.4 7.8

10 32.8 44.5 17.9 3.9

表–5 シナリオ 1の補修実施直前時点の劣化割合（一部のみ
表示）

m i = 1 i = 2 i = 3 i = 4

...
...

...
...

...

4 33.3 44.3 18.4 4.0

5 32.9 44.4 18.6 4.1

6 32.8 44.5 18.6 4.1
...

...
...

...
...

9 32.8 44.5 18.6 4.1

10 32.8 44.5 18.6 4.1

図–14 完全補修引当金によるサービス水準（補修が先送り
された影響）

影響について，余剰資金 Cξ(n)を用いて評価する．図

15はシナリオ１と３の余剰資金C1(n)，C3(n)の 50年

間の推移を表す． 図 16はシナリオ１と３の点検実施

回ごとに支出された点検・補修費の推移を表す．図 16

のm = 4, 8に着目すると，支出される補修費は一部の

補修が先送りされたシナリオ３の方がシナリオ１の場

合よりも少ない．しかし，m = 5, 9に着目すると，シナ

リオ３は先送りされた補修を埋め合わせるために，補

修費が増大していることがわかる．図 15の 20年目か

ら 24 年目に着目すると，余剰資金 Cξ(n) の大小関係

図–15 余剰資金（補修が先送りされた影響）

図–16 点検・補修費の推移（補修が先送りされた影響）

は、C1(n) > C3(n)となる．シナリオ３は 20,40年目

に一部の補修が先送りされたことが影響して，25,45年

目の点検時に多額の補修費が発生する．そのためシナ

リオ３は，20～25,40～45年目にシナリオ１よりも多額

の繰延維持補修引当金繰入額 Aξ
2(n)が計上される．そ

れに伴い，シナリオ３の繰延維持補修引当金Dξ
2(n)も

シナリオ１の場合よりも大きくなる．結果として，シ

ナリオ３の余剰資金 C3(n)はシナリオ１の場合よりも

小さくなる．すなわち図 15は，シナリオ３は補修が先

送りされたことが影響して，シナリオ１よりも将来の

財務状況が悪化することを，補修が先送りされた 20,40

年目の時点で既に示している．

表 6は，シナリオ１と３について 20年目から 26年

目のそれぞれの余剰分 NA1(n)，NA3(n)を記述する．

20年目から 24年目の余剰分 NA1(n)と NA3(n)の大

小関係は，NA1(n) < NA3(n)となる．この原因はシ

ナリオ３は２０年目に実施するべき一部の補修が先送

りされたことにより，シナリオ１よりも補修費が抑え

られたからである．一方で，25,26年目の余剰分の大小

関係は NA1(n) > NA3(n)である．この原因はシナリ

オ３は２０年目に先送りされた補修を埋め合わせるた

めに，25年目に補修費としてシナリオ１よりも多額の

支出を強いられるからである．

このように，補修が先送りされた場合の財務的影響

11
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表–6 シナリオ 1と 3の余剰分

n NA1(n) NA3(n)

20 1301.7 1578.2

21 1511.7 1788.2

22 1721.7 1998.2

23 1931.7 2208.2

24 2141.7 2418.2

25 1449.2 1360.8

26 1659.2 1570.8

の評価に余剰分 NAξ(n)を用いると，補修が先送りさ

れた直後時点では内部留保が大きくなるので，補修が

先送りされた場合の方が財務的に良好であると評価さ

れてしまう．一方で，余剰資金 Cξ(n)を用いることで，

補修が先送りされた場合，将来的に先送りした補修分

を埋め合わせるため補修費が大きくなり，最終的に財

務的に悪影響がもたらされることを，補修が先送りさ

れたその時点で把握することができる．

5. おわりに

本研究では，予防的補修を採用した場合や補修が先

送りされた場合に，資産のサービス水準や組織の財務

状況にもたらされる影響を，インフラ会計システムの

枠組み内で，評価する会計情報や手法を提案した．

2.では，インフラ会計システムを定義し，関連する

既往研究について言及した．また，インフラ会計シス

テムに関する課題を指摘した．とりわけ，サービス水

準の評価に資産の劣化状態を反映させることや，維持

管理活動に対する財務的影響を評価することの必要性

を指摘した．

3.では，サービス水準の評価について，既往の会計

原則に基づいた消耗額の評価手法に関する問題点を指

摘した．指摘した問題点を克服する消耗額の新たな評

価手法として，将来にわたって全ての補修需要額を評

価対象とする完全補修引当金を提案した．そのうえで，

既往の手法と比較した場合の完全補修引当金の優位性

について説明した．また，財務的影響の評価について，

本研究では内部留保の大小に着目し，内部留保のうち

資本的支出に投入可能な資金額を評価する必要性を指

摘した．内部留保情報である余剰分から，将来の補修

需要額を表す繰延維持補修引当金を控除した会計情報

である余剰資金によって，財務的影響を評価する手法

を提案した．

4.では，仮想のインフラ管理組織を例に挙げて，本

研究で提案した手法を用いて，サービス水準や財務的

影響を評価した．そして，既往の評価手法と比較して，

提案した評価手法が優位であることを示した．

インフラ資産を維持管理するにあたり，一定のサー

ビス水準を保つことが求められる．したがって，補修計

画を立案する際には，まずサービス水準を用いて，資産

の劣化状態に関する目標管理水準を定める．そのうえ

で，財務的影響について余剰資金を用いて評価するこ

とで，目標管理水準を保つことができる範囲内で，長

期的な財務状況が最も良好となるような補修計画を立

案しなければならない．

最後に本研究に関する今後の課題を提示する．第一

に，異なる種類の部材を維持管理する場合である．異

なる種類の部材を維持管理する場合も，同質の部材ご

とに本研究で提案した評価手法を適用して，部材の種

類ごとに足し合わせ，資産の劣化状態や組織の財務状

況にもたらされる影響を評価することができる．ただ

し，異なる種類の部材を維持管理する場合には，本研

究で議論した内容に加えて，点検・補修時に規模の経

済性がもたらす財務的効果についても分析する必要が

あり，この点については今後の課題である．

第二に，点検間隔が異なる場合の評価を行うことで

ある．本研究で導入したシナリオでは，点検間隔が全

て等しい仮定であった．しかし予防的補修の例として，

点検間隔を短くする場合も考えられる．したがって点

検間隔が異なるシナリオを導入して，サービス水準や

財務状況にもたらされる影響を本研究で提案した手法

を用いて評価する必要がある．

第三に，本研究で提案した手法や指標について，イ

ンフラ会計システムを構成する財務会計内でどのよう

に位置づけるのか更なる検討が必要である．本研究で

提案した指標を財務会計内で記述するためには，サー

ビス水準や余剰資金を算出するために必要となる完全

補修引当金や繰延維持補修引当金を，貸借対照表に記

述する必要があり，今後その方法を検討しなければな

らない．
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表–7 変数一覧表

n 任意の会計年度 (n ∈ 1, 2,…, 50)

ξ 任意の補修シナリオ (ξ ∈ 1, 2, 3)

SL サービス水準（会計原則ごとに下付き添え字を設ける）

SLξ
1(n) 減価償却累計額によるサービス水準

SLξ
2(n) 繰延維持補修引当金によるサービス水準

SLξ
3(n) 完全補修引当金によるサービス水準

D 資産の消耗額（会計原則ごとに下付き添え字を設ける）

Dξ
1(n) 減価償却累計額

Dξ
2(n) 繰延維持補修引当金

Dξ
3(n) 完全補修引当金

A 単年度期間中に認識される費用（会計原則ごとに下付き添え字を設ける）

Aξ
1(n) 減価償却費

Aξ
2(n) 繰延維持補修引当金繰入額

Aξ
3(n) 完全補修引当金繰入額

S ストック評価額（取得原価）

F ξ 完全補修需要額

d 点検間隔

Rξ(n) 補修費（点検費も含む）

Cξ(n) 余剰資金

NAξ(n) 余剰分

PLξ(n) 損益

L(n) 償還額　

E(n) 資本的支出額

N 供用期間

I 経常収入

i 任意の健全度 (i ∈ 1, 2, 3, 4)

i 平均健全度

p 劣化推移確率行列

qξ 補修推移行列

ci 補修単価

J 点検費

m 任意の点検実施回 (m ∈ 1, 2,…, 10)

REAEARCH ON INFRASTRUCTURE ACCOUNTING SYSTEM

CONSIDERING SERVICE REVEL

Takahiro OKAMOTO and Kakuya MATSUSHIMA

In recent years, as part of administrative reform, theories and methods of corporate accounting such as
financial accounting and management accounting have been introduced in the field of maintenance and
management of infrastructure assets. In constructing an accounting system for infrastructure assets, asset
evaluation considering the deterioration state of assets and evaluation of the financial impact of mainte-
nance activities play an important role. However, there are few studies on these evaluations. Based on the
above problem awareness, this study proposes a new method of evaluating the amount of consumption that
reflects the state of deterioration of assets and evaluates the service level using this method. Regarding the
financial impact, we propose a new evaluation method that focuses on retained earnings and also considers
the amount of consumption.
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